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【
改
正
内
容
】

　

沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地

跡
地
の
利
用
を
よ
り
効
果
的
に
推

進
す
る
た
め
、
給
付
金
制
度
の
拡
充
、

原
状
回
復
措
置
の
徹
底
、
駐
留
軍

用
地
内
の
土
地
の
取
得
の
円
滑
化

の
た
め
の
措
置
、
跡
地
利
用
協
議

会
の
設
置
等
の
措
置
を
拡
充
す
る

と
と
も
に
、
法
律
の
題
名
を
「
沖

縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地

の
有
効
か
つ
適
切
な
利
用
の
推
進

に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
通
称
：

跡
地
利
用
特
措
法
）」
に
改
正
。

【
施
行
期
日
】

　

平
成
24
年
４
月
１
日

　
（
一
部
は
公
布
の
日
）

  

１
．
法
律
の
題
名

○「
沖
縄
県
に
お
け
る
駐
留
軍
用
地
の
返

還
に
伴
う
特
別
措
置
に
関
す
る
法
律

（
返
還
特
措
法
）」
か
ら
「
沖
縄
県
に

お
け
る
駐
留
軍
用
地
跡
地
の
有
効
か

つ
適
切
な
利
用
の
推
進
に
関
す
る
特

別
措
置
法
」
に
変
更
。

  

２
．
基
本
理
念
の
明
記

○
法
律
の
基
本
理
念
を
新
た
に
規
定
。

①
沖
縄
の
自
立
的
発
展
及
び
豊
か
な

生
活
環
境
の
創
造
の
た
め
の
基
盤

と
し
て
の
跡
地
の
有
効
か
つ
適
切

な
利
用
の
推
進
。

②
国
は
、
国
の
責
任
を
踏
ま
え
、
跡

地
利
用
を
主
体
的
に
推
進
。

③
跡
地
の
返
還
を
受
け
た
所
有
者
等

の
生
活
の
安
定
へ
の
配
慮
。

  

３
．
返
還
実
施
計
画
に
基
づ
く

　

  　

支
障
除
去
措
置

○
国
は
、
返
還
が
合
意
さ
れ
た
駐
留
軍

用
地
の
区
域
の
全
部
に
つ
い
て
、
返

還
実
施
計
画
を
定
め
、
当
該
計
画
に

基
づ
き
所
有
者
等
に
土
地
を
引
き
渡

す
前
に
、
駐
留
軍
の
行
為
に
起
因
す

る
も
の
に
限
ら
ず
、
土
壌
汚
染
・
不

発
弾
の
除
去
等
の
支
障
除
去
措
置
を

講
ず
る
。

  

４
．
拠
点
返
還
地
の
指
定

○
従
来
の
大
規
模
跡
地
及
び
特
定
跡
地

の
区
分
を
廃
止
し
、「
拠
点
返
還
地
」

に
一
本
化
。

○
返
還
前
に
内
閣
総
理
大
臣
が
拠
点
返

還
地
（
５
ha
以
上
）
を
指
定
。

○
２
０
０
ha
以
上
の
拠
点
返
還
地
に
、

国
の
取
組
方
針
策
定
を
義
務
付
け
。

○
２
０
０
ha
未
満
の
拠
点
返
還
地
は
、

跡
地
利
用
推
進
協
議
会
に
お
け
る
協
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議
に
よ
り
国
は
取
組
方
針
を
策
定
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
規
定
。

  

５
．
駐
留
軍
用
地
へ
の
立
入
り
の

　

  　

あ
っ
せ
ん
に
係
る
国
の
義
務

○
あ
っ
せ
ん
の
申
請
を
受
け
た
場
合
の

国
に
よ
る
あ
っ
せ
ん
を
義
務
化
。

○
申
請
者
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に

あ
っ
せ
ん
の
状
況
を
通
知
。

  

６
．
駐
留
軍
用
地
内
の
土
地
の

　

  　

先
行
取
得
制
度
の
創
設

○
返
還
前
に
、
内
閣
総
理
大
臣
が
特
定

駐
留
軍
用
地
を
指
定
。

○
地
方
公
共
団
体
又
は
土
地
開
発
公
社

に
よ
る
特
定
駐
留
軍
用
地
内
の
土
地

の
取
得
を
円
滑
に
進
め
る
た
め
の
措

置
を
規
定
。

※

こ
の
制
度
に
基
づ
き
土
地
が
買
い

取
ら
れ
る
場
合
の
譲
渡
所
得
に
つ

い
て
は
、
５
０
０
０
万
円
の
特
別

控
除
の
対
象
と
な
る
。

  

７
．
給
付
金
の
支
給
（
図
１
）

○
給
付
金
支
給
の
始
期
を
、
従
来
の
「
返

還
日
の
翌
日
か
ら
３
年
間
」
を　
「
引

渡
日
の
翌
日
か
ら
３
年
間
」
に
変
更
。

○
給
付
金
支
給
終
了
後
の
特
定
跡
地
給

付
金
・
大
規
模
跡
地
給
付
金
に
つ
い

て
は
区
分
を
廃
止
し
、「
特
定
給
付
金
」

に
一
本
化
。

○
特
定
給
付
金
（
引
渡
日
か
ら
３
年
を

経
過
し
た
日
の
前
日
ま
で
に
土
地
区

画
整
理
事
業
に
係
る
事
業
認
可
等
が

な
さ
れ
た
場
合
に
支
給
）
の
支
給
期

間
の
限
度
は
、
土
地
の
使
用
又
は
収

益
が
可
能
と
な
る
と
見
込
ま
れ
る
時

期
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
こ
と

を
規
定
。

  
８
．
駐
留
軍
用
地
跡
地
利
用

　

  　

推
進
協
議
会

○
沖
縄
担
当
大
臣
、
沖
縄
県
知
事
、
関

係
市
町
村
の
長
等
に
よ
り
構
成
さ
れ

る
跡
地
利
用
推
進
協
議
会
を
設
置
。

※

こ
の
法
律
は
、
平
成
34
年
３
月
31
日

限
り
で
失
効

（図１）給付金制度の拡充について

賃貸借契約
(賃借料)

補償金 給付金 特定給付金

返還日 引渡日 基準日

支給額:賃借料相当額（年間１千万円を限度）支給額:賃借料相当額
（年間１千万円を限度）

支給額:賃借料相当額
（支給上限額なし）

米軍へ
施設提供中

支障除去措置 ３年
基準日の前日までに土地区画整理事業に係る事業認可等がなされた場合

特定給付金の支給の限度となる期間は、土地の使用又は収益が
可能となると見込まれる時期を勘案して政令で定める期間

跡地利用を推進す
るためには、返還
前からの関係者の
合意形成に向けた
取組が重要

給付金

３年

補償金

【改正前】

改正のポイント

○ 給付金の始期を、「返還日の翌日から３年間」を「引渡日の翌日から３年間」に変更

○ 特定跡地給付金・大規模跡地給付金の区分及び面積要件を廃止し、「特定給付金」に一本化

特定跡地給付金

原状回復に要する期間を勘案して政令で定める期間

⇒大規模跡地給付金
市街地の計画的な開発整備等の見通し
を勘案して政令で定める期間

【改正後】

賃貸借契約
(賃借料)

○ 特定給付金の支給の限度となる期間は、土地の使用又は収益が可能となると見込まれる時期を勘案して政令で定める期間

本
法
律
に
関
す
る
詳
細
に
つ
い
て
は
、

内
閣
府 

政
策
統
括
官（
沖
縄
政
策
担
当
）付

参
事
官
（
政
策
調
整
担
当
）
室
ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

電
話
：
０
３

－

３
５
８
１

－

９
７
４
９

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
直
通
）


